
一筆方式の場合（７割補償）

〈申告基準〉
一筆（耕地）ごとに下記の対象災害
により基準収穫量の３割以上の減
収が見込まれる場合です。

〈補償対象災害〉
風水害、干害、ひょう害、冷害、雷害、
地すべりの害、その他気象上の原因
による災害、いもち病・紋枯病・ウン
カなどの病虫害、鳥獣害、火災等が
対象になります。

〈損害評価野帳の提出〉
損害評価野帳に必要事項を記入し、
集落の共済部長へ提出してください。

〈立札の設置〉
立札は野帳の右側を切り取り、ビ
ニール袋等に入れて、損害評価員の
調査前までに該当する被害ほ場に
見えやすいよう設置し、刈り取りま
でそのままにしてください。

刈り取り前に見回りをしましょう
刈り取ってしまうと評価ができませんので、注意してください。

獣害対策器具・ジャンボタニシ薬剤等の
購入費補助申請をお忘れなく！

〈悉
しっかい

皆（検見）調査〉
被害通知を受け、NOSAIが任命す
る損害評価員により、一筆ごとに
10a当たり収穫量を調査します。
NOSAIでは、悉皆（検見）調査前に
損害評価研修会を開催し、評価の精
度向上に努めています。

〈実測調査〉
悉皆調査の結果を検定するため、損
害評価班ごとに、被害申告のあった
ほ場の一定割合数について損害評
価会委員と職員が実測調査を実施
します。

〈審議〉
損害評価会委員による当初評価高
の審議を経てから、農林水産省の損
害評価高の認定を受け、共済金を支
払います。

　水稲共済または収入保険制度に加入している方を対象に、本年
産水稲の獣害対策を目的として設置する器具等及びジャンボタニ
シ対策に使用する薬剤に対して、その購入経費の一部補助を行っ
ています。
　補助対象や申請方法についての詳細は最寄り
のNOSAIへお問い合わせください。NOSAIおお
いたホームページにも掲載しています。
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申請期限

東 部 支 所 TEL.0978-63-4466
中西部支所 TEL.0973-72-3409
大分出張所 TEL.097-576-7461

南 部 支 所 TEL.0974-22-3330
竹田出張所 TEL.0974-63-2825
北 部 支 所 TEL.0978-32-1307

お問い合わせはお近くの

 （農業共済）へ

被害申告手続きの流れ 損害評価の流れ
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【要件】
（１）  部会等の団体の構成員が園芸施

設共済の一斉加入受付を実施し、
その施設の補強や保守管理に取
り組むことについてNOSAIと協
定を締結すること。

（２）  一斉加入受付を行い、構成員の加
入割合が一斉加入前より増加す
るとともに、その割合が８割を超
えること。

（３）  一斉加入受付により実際に加入
申込を行うこと。

【前提】
NOSAIと①の協定を締結した団体の
加入者。
【要件】
（１）  10人以上の構成員が一斉加入し

た場合。
 →事務費を20％割引

（２）  ５人以上10人未満の構成員が一
斉加入した場合。

 →事務費を10％割引

加入者の共済掛金率を
５％割引

事務費賦課金を
10％または 20％割引① ②

施設補強で
共済掛金率を
15％割引

古い施設を
除外可能に

小損害不填補
の選択

③

④

⑤

割引例 【例】 単棟プラスチックハウスⅡ類を
 ５棟所有する場合
 ※新設・ビニール新品、５棟（1200㎡）※NOSAIおおいた試算

〈標準〉
共済金額 共済掛金

＋
賦課金

＝
掛金合計

×５棟
466,000円 9,080円 1,200円 10,280円

〈集団加入割引（５％）＋賦課金割引（20％）〉
共済金額 共済掛金

＋
賦課金

＝
掛金合計

×５棟
466,000円 8,626円 960円 9,586円

〈小損害不填補20万円選択＋集団加入割引（５％）＋賦課金割引（20％）〉
共済金額 共済掛金

＋
賦課金

＝
掛金合計

×５棟
466,000円 1,262円 960円 2,222円

掛金合計（５棟）
51,400円

掛金合計（５棟）
47,930円（△3,470円）

掛金合計（５棟）
11,110円（△40,290円）

更に
加入しやすく
なりましたね！

プラスチックハウスⅡ類のうち、骨格の主要部分が
31.8mm以上の径のパイプにより造られている施設の
共済掛金率を割引します。

古い施設の補償を必要としない場合に、耐用年数の2.5
倍を超えた施設を補償から外すことができるようになり
ました。

選択した損害額を超えた場合に共済金の支払対象とな
り、掛金を大幅に減額できます。標準で付帯される３万
円のほか、10万円、20万円があり、９月からは50万円、
100万円の選択が新たに加わります。


